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令和２年度 柳泉園組合職員採用試験募集要項 

 

１ 職種と受験資格等〔一般職、地方公務員〕 

  当組合では、令和３年４月１日付で採用する職員を募集します。 

  職種、受験資格、採用予定人員等  一般職（電気） 

職種 受 験 資 格 
採用予定 

人員 

一般職 

昭和６１年４月２日以降に生まれ、学校教育法による大学、短期大学又は高等学

校を卒業か令和３年３月卒業見込みの方で、次のいずれかに該当する方 

ア 電気主任技術者（第一種、第二種又は第三種のいずれか）の資格を有する方 

イ 第三種電気主任技術者免状に係る学歴（電気事業法の規定に基づく主任技術 

 者の資格等に関する省令（昭和４０年通商産業省令第５２号）第１条に規定す 

 る学歴）を有する方又は令和３年３月までに有する見込みの方 

若干名 

※ ただし、以下に該当する方は受験できません。 

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

イ 柳泉園組合において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する 

 ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

２ 応募の方法 

申込期間 令和２年１２月１４日(月)から令和３年２月５日(金)まで 

提出書類 

ア 履歴書（所定の履歴書をダウンロードして記載してください。） １通 

 （写真3cm×4cm、上半身正面脱帽６箇月以内に撮影したものを貼付又は添付してくだ 

 さい。） 

イ 写真（上記履歴書と同一のもの。受験票貼付用） 

ウ 最終学歴の卒業証明書又は卒業見込み証明書 

エ 最終学歴の成績証明書 

オ 電気主任技術者の資格を有する場合は、同資格の写し 

カ 電気主任技術者の資格を有しない場合は、電気主任技術者免状の資格認定申請に係 

 る指定校が発行する単位取得証明書 

※１ 上記オ、カについては、２点のうちいずれか一つを提出してください。 

※２ 提出書類に不備がある場合は、受付できませんので注意してください。 

持参の

場 合 

受付時間 午前９時から午後５時まで  ※持参の場合は、必ず本人が持参してください。 

受付場所 

平    日：柳泉園組合管理棟１階受付 

土、日、祝日：柳泉園グランドパーク１階受付 

※令和２年１２月２９日から令和３年１月３日までの間は、受付を行いません。 
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郵送の

場 合 

送付方法 
提出書類をすべて同封の上、配達記録郵便にて柳泉園組合に送付してください。 

令和３年２月５日（金）までに必着です。 

送付先 東京都東久留米市下里四丁目３番１０号 柳泉園組合総務課あて 

電 子 

メール 

の場合 

送付方法 

電子メールに提出書類を添付して下記のメールアドレスに送信してください。履歴書及

び写真以外の添付書類については、スキャナーで読み取るか、写真で撮ったもの（内容

が判読できるものに限ります。）を添付してください。 

令和３年２月５日（金）午後５時までに必着です。 

なお、送信された電子メールが柳泉園組合に着信後、受理した後に返信メールを送信し

ますので、返信メールが届かない場合には、電話にて連絡ください。 

※添付した提出書類の原本は、令和３年２月２１日（日）に実施する一次試験の際に必

ず持参してください。 

送信先 soumuka@ryusenen.or.jp 

 

３ 試験方法 

 (1) 試験の日時、場所等 

試験 試験の日時 試験会場 合否発表 

一次試験 
令和３年２月２１日（日） 

午前９時３０分から 
柳泉園組合 

令和２年２月下旬に 

当組合受付掲示、 

ＨＰ掲載及び合格者に通知 

二次試験 
令和３年３月上旬（予定） 

※一次試験合格者対象 
柳泉園組合 

令和２年３月中旬に 

二次試験受験者全員に通知 

 

 (2) 試験の方法 

   一般職（電気） 

試 験 試験科目 内 容 

一次試験 

教養試験（択一式30題、90分） 一般教養、一般知識 

適性検査（150題、20分） 性格特性検査 

専門試験（30題、90分） 専門知識（電気） 

作文試験（800字以内、60分） 課題式（800字以内） 

二次試験 個別面接試験 自己紹介、自己アピール等 

※ 二次試験合格者については、健康診断を実施いたします。（３月下旬） 

 

４ 採用について 

  合格者は、令和３年４月１日付で採用します。ただし、健康上の疾患、その他不適当な事実が生

じた場合は、採用されないことがあります。ご了承ください。 
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５ 勤務条件等 

 (1) 給与 

柳泉園組合職員の給与に関する条例（昭和４５年柳泉園組合条例第６号）の定めるところによ

り、給料のほか、地域手当（給料等の10％）、扶養手当（配偶者6,000円、子9,000円、特定期間4,000

円加算）、通勤手当(交通用具使用の場合は距離換算、公共交通機関使用の場合は実費弁償)、住居

手当（３５歳未満で賃貸住宅の世帯主15,000円）、期末勤勉手当（前年度4.65カ月支給）等が支給

されます。 

   （一般職）令和２年４月１日現在 

学歴区分 令和２年度初任給給料 地域手当 合 計 

大学卒 １８３，７００円 １８，３７０円 ２０２，０７０円 

短大卒 １５７，１００円 １５，７１０円 １７２，８１０円 

高校卒 １４５，６００円 １４，５６０円 １６０，１６０円 

   ※初任給は、就業等の経験年数により加算される場合があります。 

 

   ※昇給例（大学新卒者の昇給例） 

年齢 給料 地域手当 合 計 

２８歳 ２２７，４００円 ２２，７４０円 ２５０，１４０円 

３３歳 ２６０，１００円 ２６，０１０円 ２８６，１１０円 

３５歳 ２７２，８００円 ２７，２８０円 ３００，０８０円 

 

 (2) 勤務時間 

   原則として午前８時３０分から午後５時１５分まで（勤務時間：７時間４５分）。 

   週休２日ですが、所属により交替勤務（日勤夜勤）となる場合があります。 

 (3) 休暇 

   年次有給休暇（年２０日）、夏季休暇（年５日）、ボランティア休暇（年５日）、子の看護休暇 

  （年５日）、結婚休暇（５日）、永年勤続休暇、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇（女性職員の 

  場合）、出産支援休暇（男性職員の場合）、育児参加休暇（男性職員の場合）、その他 

 

６ その他 

  組合の概要 

設立年月日 昭和３５年９月３０日 

種   類 地方自治法第２８４条に規定する一部事務組合（特別地方公共団体） 

構 成 市 清瀬市、東久留米市、西東京市の３市 

 

７ 問い合わせ先 

  総務課庶務文書係 ℡０４２－４７０－１５４５ 


